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脳神経外科専門研修_大阪医科薬科大学脳神経外科 

・脳血管内治療科プログラム 

 

 

はじめに 

脳神経外科診療の対象は、国民病とも言える脳卒中（脳血管性障害）や脳神経外傷などの

救急疾患、脳腫瘍に加え、てんかん・パーキンソン病・三叉神経痛・顔面けいれん等の機能

的疾患、小児疾患、脊髄・脊椎・末梢神経疾患などです。脳神経外科専門医の使命は、これ

らの予防や診断、救急治療、手術および非手術的治療、あるいはリハビリテーションにおい

て、総合的かつ専門的知識と診療技術を持ち、必要に応じて他の専門医への転送判断も的確

に行うことで、国民の健康・福祉の増進に貢献することです。 

脳神経外科専門研修では、初期臨床研修後に専門研修プログラム（以下「プログラム」と

いう）に所属し 4 年以上の定められた研修により、脳神経外科領域の病気すべてに対して、

予防や診断、手術的治療および非手術的治療、リハビリテーションあるいは救急医療におけ

る総合的かつ専門的知識と診療技能を、獲得します。 

本文は大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科の脳神経外科専門研修プログラム

の概要を示すものです。 

 

※専門医認定要件については、日本脳神経外科学会 専門医認定制度内規（令和 5 年 1 月 24

日改正）を確認してください。 

 
プログラムの特徴や固有の教育方針・実績など 
基幹施設である大学病院で脳神経外科の基本的知識、技量を取得した後に、連携施設や関連

施設でさらなる専門的知識の修得を目指します。本プログラムでは研究にも力をいれてお

り、大阪医科薬科大学大学院で脳神経外科領域に関わる基礎研究を行い、その成果を論文発

表することを重要視しています。 

研修内容 
１.専門研修初年度の６ヶ月から１年間は、脳神経外科の基本的知識の修得と一般的検査や

治療の研修を行います。（卒後研修で脳神経外科の一般および基礎の研修を行った場合は、

基幹施設での最初の研修期間を６ヶ月にします）具体的には、各脳神経外科疾患における画

像診断力を高め、脳血管撮影、脊髄穿刺などの手技を修得します。さらに外科手術において

は、穿頭術の術者として、そして開頭術の助手としての技量を学びます。経験した症例、臨

床研究を本学会や下記の関連学会に発表し、学術的能力を養います。 

２.大学病院での研修後、各連携施設で研修を継続します。大阪医科薬科大学の地域性を考
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慮し、連携施設は大阪府下を中心とし京都と阪神地域の施設としました。将来希望するサブ

スペシャリティ（日本脳神経血管内治療学会専門医、脳卒中専門医、脊髄外科認定医、日本

神経内視鏡学会技術認定医など）の専門資格を取得することを考慮して、各学会の訓練認定

施設である連携施設を選択することができます。地域医療や特定疾患の専門的知識を修得

するため、関連施設を含めています。各施設の研修期間は連携施設が６ヶ月から１年、関連

施設は３から６ヶ月とします。 

３.基礎研究の期間も１年間設けています。卒後臨床研修あるいは専門研修期間に大阪医科

薬科大学大学院に入学して、基礎研究の成果を論文にまとめ筆頭著者として発表します。 

４.その後、大学病院あるいは連携施設で高度な脳神経外科臨床を研修します。外科的技能

としては開頭手術や定位脳手術の術者として、そして、顕微鏡手術、血管内治療、脊椎脊髄

手術、内視鏡手術の基本手技を修得します。小児脳神経、パーキンソン病等の機能的疾患の

外科治療も経験して、最短４年で専門医試験資格を取得します。脳神経外科臨床研修の期間

は最低３年以上必要ですので、基礎研究期間に応じて専攻医期間は延長します。 
５.プログラム全体での研究会は年１回開催し、専攻医の学会発表の場を設けています。

セミナーは年 2 回開催し、プログラム施設内指導医が教育的発表と専門的知識を備えた指

導医を招いて特別講演を行います。 

 

問い合せ先：鰐渕 昌彦 電話番号 072-683-1221 

メールアドレス： wanibuchi@ompu.ac.jp 

 

2025 年 4 月 
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習得すべき知識・技能・学術活動 

１．国民病とも言える脳卒中や頭部外傷などの救急疾患、また、脳腫瘍に加え、てんかんや

パーキンソン病、三叉神経痛や顔面けいれん、小児奇形、脊髄、脊椎、末梢神経などの

病気の予防から診断治療に至る、総合的かつ専門的知識を研修カリキュラムに基づい

て習得します。 

２. 上記の幅広い疾患に対して、的確な検査を行い、正確な診断を得て、手術を含めた適切

な治療を自ら行うとともに、必要に応じ他の専門医への転送の判断も的確に行える能

力を研修カリキュラムに基づいて養います。 

３. 経験すべき疾患・病態および要求レベルは研修マニュアルで規定されています。管理経

験症例数、手術症例数については最低経験数が規定されています。 

４. 脳神経外科の幅広い領域について、日々の症例、カンファレンスなどで学ぶ以外に、文

献からの自己学習、生涯教育講習の受講、定期的な研究会、学会への参加などを通じて、

常に最新の知識を吸収するとともに、基礎的研究や臨床研究に積極的に関与し、さらに

自らも積極的に学会発表、論文発表を行い脳神経外科学の発展に寄与しなければなり

ません。専門医研修期間中に筆頭演者としての学会（全国規模学会）発表 2 回以上、筆

頭著者として査読付論文採択受理 1 編以上（和文英文を問わない）が必要です。 

５.  脳神経外科専門領域の知識、技能に限らず、医師としての基本的診療能力を研修カリ

キュラムに基づいて獲得する必要があります。院内・院外で開催される講習会などの受

講により常に医療安全、院内感染対策、医療倫理、保険診療に関する最新の知識を習得

し、日常診療において医療倫理的、社会的に正しい行いを行うように努めます。 
 
 

専門研修プログラムの概略 

１． プログラムは、単一の専門研修基幹施設（以下「基幹施設」という）と複数の専門研修

連携施設（以下「連携施設」という）によって構成され、必要に応じて関連施設（複数

可）が加わります。なお専門研修は、基幹施設及び連携施設において完遂されることを

原則とし、関連施設はあくまでも補完的なものです。 

当プログラムの構成は以下の施設からなります。 

基幹施設：大阪医科薬科大学 

連携施設：            

1) 武田総合病院 0903367 

2) 多根総合病院 1813201 

3) 城山病院 3802102 

4) 畷生会脳神経外科病院 5701377 

5) 矢木脳神経外科病院 1504288 
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6) 第一東和会病院 0904174 

7) 加納総合病院 4104854 

8) 西宮協立脳神経外科病院 0907424 

9) みどりヶ丘病院 0902582 

10) 葛城病院 1105128 

11) 東住吉森本病院 0807708 

12) 長久病院 4021313 

 

関連施設：            

1) 翠清会 梶川病院 0124865 

2) 札幌禎心会病院 0710225 

3) 市立ひらかた病院 2408174 

4) 清仁会 シミズ病院 4000715 

5) おさか脳神経外科病院 0114756 

6) 京都リハビリテーション病院 0907624 

7) 北大阪病院 9105252 

8) 松井病院 0510714 

9) 東保脳神経外科 2502554 

10) 交野病院 3601835 

11) 大西脳神経外科病院 2006167 

12) 新百合ヶ丘総合病院 5602545 

13) 町田脳神経外科 3225067 

 

 

２．基幹施設における専門研修指導医に認定された脳神経外科部門長、診療責任者ないしは

これに準ずる者が専門研修プログラム統括責任者（以下「統括責任者」という）としてプロ

グラムを統括します。当プログラムでは鰐渕 昌彦です。 

 

３．プログラム全体では規定にある以下の要件を満たしています。（別表１） 

(1) SPECT / PET 等核医学検査機器、術中ナビゲーション、電気生理学的モニタリング、内

視鏡、定位装置、放射線治療装置等を有する。 

(2) 以下の学会より円滑で充分な研修支援が得られています。 

ア 脳腫瘍関連学会合同（日本脳腫瘍学会、日本脳腫瘍病理学会、 

                日本間脳下垂体腫瘍学会、日本脳腫瘍の外科学会） 

イ 日本脳卒中の外科学会 

ウ 日本脳神経血管内治療学会 

エ 日本脊髄外科学会 
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オ 日本神経内視鏡学会 

カ 日本てんかん外科学会 

キ 日本定位・機能神経外科学会 

ク 日本小児神経外科学会 

ケ 日本脳神経外傷学会 

(3) 基幹施設と連携施設の合計で原則として以下の手術症例数を有する。 

ア 年間５００例以上（昨年手術実数 3635 例） 

イ 腫瘍（開頭、経鼻、定位生検を含む）５０例以上（昨年手術実数 260 例） 

ウ 血管障害（開頭術、血管内手術を含む）１００例以上（昨年手術実数 1052 例） 

エ 頭部外傷の開頭術（穿頭術を除く）２０例以上（昨年手術実数 97 例） 

４．各施設における専攻医の数は、指導医１名につき同時に２名までです。 

５．研修の年次進行、各施設での研修目的を例示しています。 

６．プログラム内での専攻医のローテーションが無理なく行えるように地域性に配慮し、基

幹施設を中心とした地域でのプログラム構成を原則とし、遠隔地を含む場合は理由を

記載します。 

７．統括責任者および連携施設指導管理責任者より構成される研修プログラム管理委員会

を基幹施設に設置し、プログラム全般の管理運営と研修プログラムの継続的改良にあ

たります。 

 

当プログラムでの研修年次進行パターン（別表 2） 

プログラム内での研修ローテーションにより到達目標の達成が可能となります。当プログ

ラムでの代表的な年次進行パターンを別表に示します。必ずしもこの通りにはなりません

が、到達目標の達成が可能なようにローテーションを組みます。また研修途中でも不足領域

を補うように配慮します。 

基幹施設（大阪医科薬科大学） 

専攻医教育の中核をなし、連携施設における研修補完を得て、専攻医の到達目標を達成させ

ます。専攻医は基幹施設には最低 6 か月の在籍が義務付けられています。 

基幹施設は特定機能病院または以下の条件を満たす施設です。 

１．(1) 年間手術症例数（定位放射線治療を除く）が３００例以上。（昨年手術数 738 例） 

(2) １名の統括責任者と統括責任者を除く４名以上の専門研修指導医をおく。 

（指導医 10 名：2025 年 4 月 1 日現在） 

(3) 他診療科とのカンファレンスを定期的に開催する。 

(4) 臨床研修指定病院であり、倫理委員会を有する。 

２．他のプログラムへの参加は、関連施設としてのみ認められており、連携施設として参加 

  はしません。 
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３. 基幹施設での週間スケジュール  

  月 火 水 木 金 土 日 

8 時 

病棟 

手術 

病棟 

カンファ  

回診 

手術 

脳血

管内

治療 

カンファ  

回診 

第１

３５

週出

勤 

第２ 

４週

休み 

休み 

9 

10 

11 

病棟 

病棟

／自

己学

習 

脳血

管内

治療 

12 

13 
カンファ  

回診 
14 

自己

学習 

自己

学習 

脳血

管撮

影 

15 

自己学習 

16 

 

４．カンファレンス・院内講習会 

1) 症例カンファレンス（週３回） 

2) 脳卒中カンファレンス（月１回、神経内科と合同） 

3) 神経カンファレンス（月１回、神経内科、放射線科と合同） 

4) 放射線治療カンファレンス（週１回。放射線科と合同） 

5) 抄読会（週１回） 

6) 医療安全講習（年 2回） 

7) 感染対策講習（年 2回） 

・ 

・ 

連携施設（別表３） 

基幹施設による研修を補完します。 

１．１名の指導管理責任者（専門研修指導医に認定された診療科長ないしはこれに準ずる者）

と２名以上の専門研修指導医をおいています。※指導管理責任者と指導医の兼務は可。

症例検討会を開催し、指導管理責任者は当該施設での指導体制、内容、評価に関し責任

を持ちます。指導管理責任者、専門研修指導医からなる連携施設研修管理委員会を設置

し、専攻医の教育、指導、評価を行うとともに、指導者間で情報を共有し施設内での改
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善に努めます。 

２．他の研修プログラムへの参加は関連施設としてのみ認められ、原則として複数の研修プ

ログラムに連携施設として参加することはできません。 

３．連携施設は年次報告を義務付けられ、問題点については改善勧告が行われます。 

４．専攻医は連携施設には最低 3 か月の在籍が義務付けられています。 

 

関連施設（別表３） 

１．統括責任者が、基幹施設および連携施設だけでは特定の研修が不十分と判断した場合、

或いは地域医療の不足部分を補完するためにその責任において指定します。 

２．関連施設での研修は原則として通算１年を超えないものとします。 

３．原則として１名以上の専門研修指導医をおいています。 

 

 

 

 

研修の休止・プログラム移動 

疾病、出産、留学、地域診療専念などの理由により、専門研修は専攻医・統括責任者の

判断により休止・中断は可能です。中断・休止期間は研修期間から原則として除かれま

す。研修期間 4 年間のうち脳神経外科臨床専従期間が 3 年以上必要であり、神経内科学、

神経放射線学、神経病理学、神経生理学、神経解剖学、神経生化学、神経薬理学、一般外

科学、麻酔学等の関連学科での研修や基礎研究・留学は 1 年を限度に専門研修期間として

日本脳神経外科学会 専門医認定委員会により認めることができます。 

プログラム間の移動も専攻医、統括責任者の合意の上、日本脳神経外科学会 専門医認

定委員会および日本専門医機構により認めることが可能です。 

 

プログラムの管理体制 

１. プログラム責任者（基幹施設長）、連携施設長から構成される研修プログラム管理委員

会を設け、プログラムの管理運営にあたります。研修プログラム管理委員会は専攻医

の専門研修について随時管理し、達成内容に応じた適切な施設間の異動を図ります。

また、各研修施設における指導体制、内容が適切かどうか検討を行い、指導者、専攻

医の意見をもとに継続的にプログラム改善を行います。また、基幹施設及び各連携施

設においては施設長、指導医から構成される連携施設研修管理委員会を設置し施設で

の研修について管理運営を行います。 
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２. 専攻医は研修プログラム、指導医についての意見を研修管理プログラムに申し出るこ

とができます。研修終了時には総括的意見を提出しプログラムの改善に寄与します。

研修プログラム管理委員会は専攻医から得られた意見について検討し、システム改善

に活用していきます。 

３. プログラム責任者は専攻医の良好な勤務環境が維持されるように配慮しています。労

働環境、勤務時間、待遇などについて専攻医よりの直接ヒアリングを行い、良好な労

働環境が得られていることを確認します。 

 

専攻医の評価時期と方法 

１. 研修年度ごとに、指導医・在籍施設の責任者が専攻医の経験症例、達成度、自己評価

を確認し研修記録帳に記入します。研修プログラム管理委員会はこれをもとに不足領

域を補えるように施設異動も含めて配慮します。 

２. 研修修了は、プログラム責任者（基幹施設長）が、経験症例、自己評価などをもと

に、技術のみでなく知識、技能、態度、倫理などを含めて総合的に研修達成度を評価

します。研修態度や医師患者関係、チーム医療面の評価では、他職種の意見も参考に

します。 


